
令和７年度　重点目標
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財政部

社会・経済情勢を踏まえた適切な予算編成と持続可能な財政運営

適正な債権管理・回収による負担の公平性の確保と租税教育の推進

業務の標準化と公平・公正で適正な課税の促進

公有財産の適正な管理と利活用及び遊休財産の処分の推進

入札契約業務における電子化の推進と公共工事の品質確保
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重点目標管理シート

部局名 　1位

○ (1)

○ (1)

(2)

○

○ (1)

数値目標（どの水準まで）

(2) 財政構造の弾力性を確保するため、第四次行
革大綱の目標値を下回るよう、経常収支比率
に留意して財政運営を行います。

③

(1)

国や県の動向などを踏まえ、上田
市としての対応を精査しながら、
迅速な予算措置を行う。

各種補助制度等の情報収集を行
い、特定財源としての活用のほ
か、基金の有効活用を推進する。

令和7年度補正予算及び8年度当初
予算への活用を目指す。当初予算
編成に当たり、政策的経費への一
般財源上限設定の検討を進める。

（行革大綱令和7年度目標値）

(1)(2)令和6年度決算目標値
実質公債費比率5.8％未満

物価高をはじめとする社会経済情勢の変化に
伴う経済対策や災害対応等に対して、迅速か
つ機動的な予算編成を行います。 (1)(2)(3)令和7年度補

正予算及び令和8年度当
初予算編成時

(1)令和7年度末
健全財政の継続を図るべく、事業の選択と集
中を推進するため、市の財政状況及び課題に
ついて職員の理解を深める取組を行います。

持続可能な財政運営に向けた職員意識の醸成

(2)

(1)令和7年度末

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）取組項目及び方法・手段（何をどのように）

①

社会・経済情勢を踏まえた適切な予算編成
(1)

(2)

健全財政の維持

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題特
記
事
項

期間・期限
（いつ・いつまでに）

④

（総合計画令和7年度目標値）
将来負担比率40.3％未満
（総合計画令和7年度目標値）
経常収支比率91.1％以下

実質公債費比率及び将来負担比率について、
第二次総合計画の目標値を下回るよう、計画
的な財政運営を行います。

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見
直しを行った点）

　第１編　市民が主役のまちづくり

　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政経営

令和7年度

重点目標

該当する
SDGsの目標

(2) 健全で持続可能な財政基盤への改革　ア歳入の確保　イ健全な財政基盤の構築　オ受益と負担のあり方の見直し

 現況・
　　課題

 目的・
　　効果

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け

上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

優先順位

　国の令和7年度予算は、「令和6年度経済対策・補正予算と合わせて、『賃上げと投資が牽引する成長型経済』へ移行するための予算」として編成がなされました。地方財政計画は、地方一般財源総額実質同水準ルールを踏まえ策
定され、当市の令和7年度当初予算においても、市税、地方交付税などの一般財源総額は、前年を上回る額を計上しています。しかしながら、これを上回る歳出の増加により、当初予算としては合併以降最大規模となるなど、例年
以上に財源不足が生じ、予算編成のために多額の基金繰入を行っています。また、物価高騰による経常経費の増加、社会保障費や人件費の継続的な上昇のほか、金利上昇傾向に伴う公債費の増加など、多くの歳出増加要因が見られ
る中においても、総合計画に掲げられた将来都市像の実現のため、必要な投資を行う必要があり、行財政改革に資する取組を継続し、将来世代に過度な負担を強いることのない持続可能な財政運営を行う必要があります。

　令和7年度は、次の①から④までを重点的な取組とすることで、物価高等への対応をはじめとする社会情勢に対応した機動的な対応と将来
を見据えた持続可能な財政運営を推進します。

　　　　　　第１節　行財政改革の推進と住民サービスの充実

社会・経済情勢を踏まえた適切な予算編成と持続可能な財政運営 財政部

②

(1)

限られた財源の有効活用を図ります。

令和8年度当初予算について、策定を進めてい
る第三次上田市総合計画を踏まえた編成を行
います。

歳出削減に向けた取組や更なる既存事業の見
直しを実施し、その財源を新たな政策課題等
への対応のため活用します。

補助制度や財政措置の有利な起債の活用、基
金の有効活用等、財源確保に取り組みます。

(3)

 (2)(3)

(1)令和7年度末

歳出削減と歳入確保の取組
(1)

財源状況を的確に把握するととも
に、財政状況や予算編成方針を担
当課と共有し、実施事業の選択及
び予算の重点的な配分を行う。

庁内各課との連携のもと、職位に
関らず、研修等の機会を通じ、現
在の市の財政状況について周知・
共有を行う。

2



重点目標管理シート

部局名 　2位

差押及び執行停止等、適切な処分の実行

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(2)
(3)

(4)
特
記
事
項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

⑤

社会の多様性に対応した租税教育の推進
(1) 小学生を対象とした租税教育の実施 (1)5月～2月 租税教室への講師派遣及び啓発動

画の利活用促進

(2) 中学生を対象とした租税教育の実施 (2)5月～12月 市内全校を対象に納税標語の募集
(3) 納税意識向上、期限内納付の推進を目的とし

た広報活動の実施
(3)4月～3月 広報紙等を活用した納税に関する

広報活動の実施

(4) 外国籍の方を対象とした租税教育の実施 (4)令和7年度末 留学生向け税金セミナーの開催

④

業務システム標準化への円滑な移行及び適正な運用 国、ベンダーの作業スケジュール
に応じた作業の実行(1) 標準化への円滑な移行及び適正な運用に向け

た適切な作業の遂行
令和7年度末

現行システムとの相違に応じた新
たな運用方法の確立

③

債権管理事務の適切かつ効率的な実施 部局別担当者を設け、債権所管課
に対する助言及び支援の実施(1) 債権所管課へのヒアリングによる債権管理事

務実施状況の把握と助言・指導
令和7年度末

初任者向け及び回収実務に関する
研修を年2回以上実施(2) 債権の管理に関する職員研修会の実施

(3) 法的手続きも含めた債権回収の強化 未収金の縮減に向けた法的回収手
続きの実施

(4) 債権処理審査会による債権放棄の適正な審査 債権所管課との連携強化による円
滑な審査会の実施

②

滞納繰越額縮減のための取組の推進
(1) 令和7年度末 収納率の目標

(2) 長野県地方税滞納整理機構と連携した滞納
整理

　市税（滞繰分）　　33.80％
　国保（滞繰分）　　28.80％

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見
直しを行った点）

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

①

滞納の発生とその長期化を防止する取組の推進
(1) きめ細かな納税相談の実施 収納率の目標

(2) 納付案内センターを活用した自主納付催告 令和7年度末 　市税（現年度）　　99.30％

(3) 早期の財産調査による差押及び執行停止等、
適切な処分の実行

　国保（現年度）　　96.20％

(4) 課税担当課等との連携の推進

令和7年度

重点目標 適正な債権管理・回収による負担の公平性の確保と租税教育の推進 財政部 優先順位

　第１編　自治・協働・行政　　市民が主役のまちづくり 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政経営

　　　　　第１節　行財政改革の推進と住民サービスの充実

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

（2）健全で持続可能な財政基盤への改革
　　ア　歳入の確保

 現況・
　　課題

　市税等の収納状況は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた令和2年度を除き、長期的には改善傾向にあり、令和5年度までの5年間における収納率は市税が1.69ポイント、国保税が6.24ポイント上昇しています。ま
た、滞納繰越額は市税が約3億7千万円減、国保税が約3億1千万円減となりました。
　県内19市における収納率の順位は低い状態が続いているものの、上位自治体との収納率の差は着実に縮小しています。収納率のさらなる向上に向け、現年度課税分の滞納額を最小限に留め、滞納繰越額を増加させない取組が
重要となります。
　市税等の納付については、キャッシュレス納付など多様な納付環境の整備を進め、納税者の利便性向上を図るとともに納税意識向上を目的とした租税教育を推進します。
　各債権の管理に関しては、債権管理室において各所管課の進捗状況を把握しながら法的回収手続きを進める等、適切な管理に向けてそれぞれの状況に応じた効果的な対応を図る必要があります。

 目的・
　　効果

　税負担の公平性の確保と社会の多様性に対応した租税教育及び納税意識向上に向けた取組の推進により、地域経営を支える自主財
源の確保を目指します。
　庁内の各債権の現状と課題の把握に務め、それぞれの状況に応じた適切な対策を講じることで債権の適正な管理の推進を図ります。

該当する
SDGsの目標
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重点目標管理シート

部局名 　3位

・
・
・

・
・
・

○

(1) (1) (1)

(2) 標準準拠システムへの移行 (2) (2)

(3) (3) (3)

○ 固定資産税家屋課税客体調査整備事業の実施
(1) 家屋外形図追加・修正 (1)
(2) 家屋判別及び不明家屋の調査 (2)

・不一致家屋の調査及び判別
・課税客体の把握及び対象外の判定

(3) 賦課漏れ家屋の適正な賦課 (3)
○ 令和9年度評価替えに向けた土地基礎資料の更新

(1) 現状分析 (1) 市内全域
(2) 用途地区・状況類似地域の見直し (2)(3)市内887地点(区域)
(3) 標準宅地の見直し

○ (1)

(1) 5月～9月 (2)
(2) 6月～2月
(3) 8月～11月 (3)

○

(1) (1)

(2) (2)

特
記
事
項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

⑤

定額減税補足給付金給付事業(不足額給付)の適正
な実施

(1) 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額と
の間に差額が生じた方への給付

令和7年11月まで 給付金事業の着実な遂行

(2) 個別に書類の提示により、給付要件を確認し
て給付する必要がある方への給付

令和7年11月まで 給付金事業の着実な遂行

② 令和8年3月まで

家屋図の追加・修正(R7年分)

家屋(約6,300棟)の判別(市全域)

不一致家屋の調査(市全域)

賦課漏れ家屋(約1.3万件)の賦課

③ 通年

④

税の公平性・信頼性を確保するため未申告者対策
を実施

18歳以上の未申告者を対象とした
申告催告

(1) 個人市民税　　未申告者への催告 県税事務所へ申告資料の調査を行
い、未申告者へ申告催告(2) 法人市民税　　未申告法人への催告

(3) 償却資産　　　未申告者の把握と申告催告 税務署等へ申告資料等の調査を行
い、未申告者へ申告催告

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見
直しを行った点）

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

①

標準準拠システムへの移行及び業務効率化の実施
標準準拠システムへの移行に伴う運用の見直
し

年度末 標準準拠システムに合わせた運用
の見直しを行う

令和7年8月 業務影響が無い確実なシステム移
行を行う

ICTの活用による業務の効率化 年度末 申告・申請手続等の電子化を行う

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

（2）健全で持続可能な財政基盤への改革
　　ア　歳入の確保

 現況・
　　課題

令和7年8月から自治体情報システムが標準化に切り替わるため、計画的に業務を進め、確実なシステム移行が必要です。
公平・公正で適正な課税には、基礎となる課税客体を公平・公正かつ適正に把握することが重要であり、特に固定資産税では建物の有無や土地の利用状況など、基準日（1月1日）の現況を的確に捕捉する必要があります。
申告を前提とした法人市民税や償却資産は、適正申告者との公平性の観点からも、未申告者対策が重要な課題となっています。

 目的・
　　効果

該当する
SDGsの目標

標準化に向け準備作業を進め、業務の効率化を推進する。
固定資産課税情報基礎資料の整備事業を実施し、公正・公平かつ適正な土地評価を実施します。
未申告者の調査・照会等を行い、公正・公平かつ適正な課税を促進し、税務行政に対する市民の信頼度を向上させます。

令和7年度

重点目標 業務の標準化と公平・公正で適正な課税の促進 財政部 優先順位

　第１編　市民が主役のまちづくり 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政改経営

　　　　　第１節　行財政改革の推進と住民サービスの充実
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重点目標管理シート

部局名 　4位

特
記
事
項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

令和7年度

重点目標 公有財産の適正な管理と利活用及び遊休財産の処分の推進 財政部 優先順位

　第１編　　自治・協働・行政市民が主役のまちづくり 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第３章　　地方分権にふさわしい行財政経営

　　　　　第１節　　行財政改革の推進と住民サービスの充実

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

(2) 健全で持続可能な財政基盤への改革　　ウ　市有財産の適切な管理と利活用

 現況・
　　課題

・施設の用途廃止により生じる遊休財産については、予め「用途廃止後の利活用方針」を検討したうえで処分に結び付ける必要があります。また、適正な資産管理を行うと共に、活用が見込まれる未利用財産については、必要とな
る情報を精査した上で売却や賃貸等の利活用を進めることが必要です。
・自主財源の確保のため、遊休財産の売却や賃貸等の利活用の促進が必要となっています。
・一般会計、土地開発基金、土地開発公社等がそれぞれ保有している未活用土地を一元的に管理したうえで、利活用を促進していくための取組みが必要です。

 目的・
　　効果

・遊休財産の利活用の促進により、自主財源の確保を図ります。
・土地の先行取得といった役割を担っている土地開発基金と土地開発公社については、その役割を土地開発公社に集約する方向で取り組ん
で行く。

該当する
SDGsの目標

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見
直しを行った点）

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

①

○遊休財産や未利用資産の利活用の促進
(1）公益社団法人長野県宅地建物取引業協会上田支
部と幅広く情報提供を図るなど、引き続き民間事業
者のノウハウも活用しながら未利用財産の売却や賃
貸等の利活用を促進する

(2）土地利用検討会議の活用

(1)令和7年度末

(2)令和7年度末

(1)令和7年度において、財産処分の
目標金額を40,000千円以上

(2)未利用財産に係る個別の状況や課
題などを踏まえつつ、中長期的な視点
に立ち、庁内横断的に利活用方針を協
議する場である「土地利用検討会議」
を活用し、懸案土地の処分・利活用促
進に取組む

②

○土地の一元管理体制の構築
(1）市において土地の一元管理に取組む
土地の先行取得といった目的において類似した役割
を担っている土地開発基金と土地開発公社について
は、その役割を土地開発公社に集約する方向で取組
む

(1)令和7年度末 (1)市において土地の一元管理を実施
土地開発基金の廃止を基本とし、土地
開発公社を存続

③

○資産の有効活用による自主財源の確保
(1）ネーミングライツの導入やインターネットオー
クションへの出展など、資産の有効活用による自主
財源の確保に取組む

(1)令和7年度末 (1）ネーミングライツを導入するなこ
とにより、引き続き施設を活用する取
組みへの転換を図ると共に、不用と
なった市が有する財産については、イ
ンターネットオークションに出展する
など、自主財源の確保に取組む
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重点目標管理シート

部局名 　5位

〇
⑴ 通年 ⑴

⑵ 10月 ⑵

〇
⑴ 通年 ⑴

⑵ 通年 ⑵

〇
⑴ ⑴

⑵ ⑵

⑶ 年度末 ⑶

特
記
事
項

○市民参加・協働の推進、市民満足度の向上を考慮した点 ○取組による効果・残された課題

③

技術職員の技術力向上に向けた取組
(1) 工事担当課合同会議を開催し、検査指摘事項

の共有
6月合同会議開催
1月検査情報提供

工事監督員が注力すべき検査事項
について情報提供

(2) 技術職員の技術力向上に資する情報の共有 通年 公共工事に関する情報発信
(3) 建設工事等技術検討委員会の活用検討 実施要領の作成

②

建設業の働き方改革の推進に向けた取組
(1) 総合評価落札方式による入札の検討 総合評価落札方式の導入を検討
(2) 週休2日工事の推進 週休2日工事による発注指導

週休2日工事の基準を明確化し、
受発注者に情報提供

取組項目及び方法・手段（何をどのように）
期間・期限

（いつ・いつまでに）
数値目標（どの水準まで）

　　　　　　　　　　　中間報告
（目標に対する進捗状況・進捗度）及び
（中間報告の時点で取組項目に対する方法・手段の見
直しを行った点）

期末報告（目標に対する達成状況・達成度）

①

入札契約業務における電子化の推進
(1) 電子入札の推進 電子入札年間300件
(2) 電子契約の導入 電子契約の利用開始

市内の5Ｇ高速大容量通信の環境整備を支援し、新時代を先駆ける上田地域のスマートシ
ティ化への原動力とする

 総合計画における

 　　　　　位置付け
　　　第３章　地方分権にふさわしい行財政経営

　　　　　１-３-１　行財政改革の推進と住民サービスの充実

第四次上田市行財政改革大綱・アクションプログラ
ムにおける位置付け

 現況・
　　課題

　入札・契約事務において、受発注者ともに事務の効率化を推進する必要がある。
　建設業の将来の担い手確保の観点から、長時間労働の是正や週休2日の確保など、働き方改革の推進が喫緊の課題となっている。
　地域の建設業者が将来にわたり社会資本の整備や工事管理、防災対応の水準を維持するため、公共工事における品質確保を図る必要が生じている。

 目的・
　　効果

　入札契約業務における電子化を推進することにより、受発注者間の事務手続きの効率化を図る。
　入札制度等の改正を検討し、建設業者における中長期的な担い手確保や技術者等の処遇改善など、働き方改革の推進を図る。
　技術職員の技術力や意識の向上により、工事の品質確保や平準化が推進される。

該当する
SDGsの目標

　第１編　自治・協働・行政【市民が主役のまちづくり】 上田再構築プラン
Ver.2.0「もっと、前へ」に
おける位置付け

令和7年度

重点目標 入札契約業務における電子化の推進と公共工事の品質確保 財政部 優先順位
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